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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤と、
　透過手段と、
　複数の照射手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記透過手段は、前記遊技盤に設けられた手段であり、
　前記複数の照射手段のうちの一の照射手段は、第一の照射手段であり、
　前記複数の照射手段のうちの前記第一の照射手段とは別の一の照射手段は、第二の照射
手段であり、
　前記第一の照射手段は、前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、
　前記第二の照射手段は、前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、
　前記第一の照射手段によって前記透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に
第一の表示が表示され、
　前記第二の照射手段によって前記透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に
第二の表示が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　表示手段と、
　可動手段と、
を備え、
　前記表示手段は、前記遊技盤に設けられた手段であり、
　前記表示手段は、複数種類の表示を表示可能な手段であり、
　前記透過手段は、前記表示手段よりも前方に設けられた手段であり、
　前記可動手段は、前記透過手段よりも後方に設けられた手段であり、
　前記第一の表示が表示される位置は、初期位置から移動した前記可動手段の一部とオー
バーラップする位置であり、
　前記第二の表示が表示される位置は、前記初期位置から移動した前記可動手段の一部と
オーバーラップする位置である、
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ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技台であって、
　前記第一の照射手段は、複数のＬＥＤから構成された手段であり、
　前記第二の照射手段は、複数のＬＥＤから構成された手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技盤は、遊技球が流下可能な流下領域が設けられたものであり、
　前記透過手段は、第一の方向変化手段が設けられた手段であり、
　前記第一の方向変化手段は、前記流下領域の前方には設けられておらず、
　前記第一の照射手段が前記第一の方向変化手段に向けて光を照射することで、前記第一
の表示が表示され、
　前記透過手段は、第二の方向変化手段が設けられた手段であり、
　前記第二の方向変化手段は、前記流下領域の前方には設けられておらず、
　前記第二の照射手段が前記第二の方向変化手段に向けて光を照射することで、前記第二
の表示が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記透過手段に前記第一の表示及び前記第二の表示の両方が表示される場合があるよう
に構成される、
ことを特徴とする遊技台。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は上記の目的を達成するために、遊技盤と、透過手段と、複数の照射手段と、を
備えた遊技台であって、前記透過手段は、前記遊技盤に設けられた手段であり、前記複数
の照射手段のうちの一の照射手段は、第一の照射手段であり、前記複数の照射手段のうち
の前記第一の照射手段とは別の一の照射手段は、第二の照射手段であり、前記第一の照射
手段は、前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、前記第二の照射手段は、
前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、前記第一の照射手段によって前記
透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に第一の表示が表示され、前記第二の
照射手段によって前記透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に第二の表示が
表示される、ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】１０６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【１０６３】
　＜付記１０＞
　なお、本発明は、
　１．
　遊技盤（例えば、遊技盤２００）と、
　透過手段（例えば、透過部材７０３、透明部材７１３、７１４、７１５）と、
　複数の照射手段（例えば、光源７０２Ａ、７０２Ｂ、７０２Ｃ、７０２Ｄ、７０２Ｅ、
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７０２Ｆ、７０２Ｇ、７０２Ｈ、ＬＥＤ７１７ａ、７１７ｂ、７１７ｃ、）と、
を備えた遊技台であって、
　前記透過手段は、前記遊技盤に設けられた手段であり、
　前記複数の照射手段のうちの一の照射手段は、第一の照射手段（例えば、光源７０２Ａ
、７０２Ｃ、７０２Ｅおよび７０２Ｇ、ＬＥＤ７１７ａ、ＬＥＤ７１７ｂ）であり、
　前記複数の照射手段のうちの前記第一の照射手段とは別の一の照射手段は、第二の照射
手段（例えば、光源７０２Ｂ、７０２Ｄ、７０２Ｆおよび７０２Ｈ、ＬＥＤ７１７ｂ、Ｌ
ＥＤ７１７ｃ）であり、
　前記第一の照射手段は、前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、
　前記第二の照射手段は、前記透過手段に光を照射可能に構成された手段であり、
　前記第一の照射手段によって前記透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に
第一の表示（例えば、模様７０３ｂａ、７０３ｃａ、ＬＥＤ７１７ａが照射されることに
よって表示される模様、ＬＥＤ７１７ｂが照射されることによって表示される模様）が表
示され、
　前記第二の照射手段によって前記透過手段に光が照射されたことにより、該透過手段に
第二の表示（例えば、模様７０３ｂｂ、７０３ｃｂ、ＬＥＤ７１７ｂが照射されることに
よって表示される模様、ＬＥＤ７１７ｃが照射されることによって表示される模様）が表
示される、
ことを特徴とする遊技台、としたので、
・多彩な演出を行うことができる。
・なお、
　透過手段は複数の透過部（例えば、透明部材７１３、７１４および７１５）から構成さ
れている場合がある。
また、
　透過手段は一の透過部（例えば、透過部材７０３）から構成されている場合がある。
・なお、段落番号［１０４９］に記載のように、
　第一の表示によって予告が行われるように構成されている場合がある。
また、
　第二の表示によって予告が行われるように構成されている場合がある。
　ここで、予告とは、「先読み予告」である場合があり、「当該変動の予告」である場合
がある。
　また、段落番号［０６１５］に記載のように、
　第一の表示、第二の表示は、当該遊技の結果がハズレであるときよりも大当りであると
きの方が出やすい場合がある。
・なお、図４６、図４７に記載のように、第一の照射手段や第二の照射手段は透過手段の
周囲にある場合がある。
　また、本発明は、
　２．
　１．に記載の遊技台であって、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
　可動手段（例えば、羽根役物７１１ａおよび７１１ｂ）と、
を備え、
　前記表示手段は、前記遊技盤に設けられた手段であり、
　前記表示手段は、複数種類の表示（例えば、装飾図柄の変動表示、演出表示、保留アイ
コン表示、先読みアイコン表示、予告表示、先読み予告表示、第四図柄表示）を表示可能
な手段であり、
　前記透過手段は、前記表示手段よりも前方に設けられた手段であり、
　前記可動手段は、前記透過手段よりも後方に設けられた手段であり、
　前記第一の表示が表示される位置は、初期位置から移動した前記可動手段の一部とオー
バーラップする位置であり、
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　前記第二の表示が表示される位置は、前記初期位置から移動した前記可動手段の一部と
オーバーラップする位置である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
・なお、段落番号［０６１９］に記載のように、
　表示手段における装飾図柄の停止表示よりも前に第一の表示や第二の表示が消去される
場合がある。
　また、本発明は、
　３．
　１．または２．に記載の遊技台であって、
　前記第一の照射手段は、複数のＬＥＤから構成された手段であり、
　前記第二の照射手段は、複数のＬＥＤから構成された手段である、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　また、本発明は、
　４．
　１．乃至３．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技盤は、遊技球が流下可能な流下領域（例えば、遊技領域１２４のうち遊技球が
流下可能な領域）が設けられたものであり、
　前記透過手段は、第一の方向変化手段（例えば、模様７０３ｂａを形成するレンズカッ
ト、模様７０３ｃａを形成するレンズカット）が設けられた手段であり、
　前記第一の方向変化手段は、前記流下領域の前方には設けられておらず、
　前記第一の照射手段が前記第一の方向変化手段に向けて光を照射することで、前記第一
の表示が表示され、
　前記透過手段は、第二の方向変化手段（例えば、模様７０３ｂｂを形成するレンズカッ
ト、模様７０３ｃｂを形成するレンズカット）が設けられた手段であり、
　前記第二の方向変化手段は、前記流下領域の前方には設けられておらず、
　前記第二の照射手段が前記第二の方向変化手段に向けて光を照射することで、前記第二
の表示が表示される、
ことを特徴とする遊技台、とした。
・なお、「流下領域の前方」とは、前面枠扉１０６の開口部１１６に設けたガラス製又は
樹脂製の透明板部材１１８である場合がある。
・なお、段落番号［０６１９］に記載のように、
方向変化手段は複数のレンズカットにより構成されている場合がある。
　また、本発明は、
　５．
　１．乃至４．のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記透過手段に前記第一の表示及び前記第二の表示の両方が表示される場合があるよう
に構成される、
ことを特徴とする遊技台、とした。
　本発明の態様は、上述した個々の実施例に限定されるものではなく、個々の実施例の各
要素のいかなる組合せも本発明に含み、また、当業者が想到しうる種々の変形も含むもの
であり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわち、特許請求の範囲に規定
された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的な思想と趣旨を逸脱しない
範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
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